
項 目 単位数 金額
利用料金

備 考
負担１割 負担２割 負担３割

基

本

額

訪 問
看護師
の訪問

訪問看護

314単位 3,140円 314円 628円 942円 ２０分未満のサービス１回あたり

471単位 4,710円 471円 942円 1,413円 ３０分未満のサービス１回あたり

823単位 8230円 823円 1,646円 2,469円 ３０分以上１時間未満のサービス１回あたり

1,128単位 11,280円 1,128円 2,256円 3,384円 １時間以上１時間３０分未満のサービス１回あたり

介護予防
訪問看護

303単位 3,030円 303円 606円 909円 ２０分未満のサービス１回あたり

451単位 4,510円 451円 902円 1,353円 ３０分未満のサービス１回あたり

794単位 7,940円 794円 1,588円 2,382円 ３０分以上１時間未満のサービス１回あたり

1,090単位 10,900円 1,090円 2,180円 3,270円 １時間以上１時間３０分未満のサービス１回あたり

療法士
の訪問

訪問看護 294単位 2,940円 294円 588円 882円
１回（２０分）あたり
1日に３回以上訪問する場合、１回につき90/100を
算定する

介護予防
訪問看護 284単位 2,840円 284円 568円 852円 1日に３回以上訪問する場合、１回につき50/100を

算定する

定期巡回・随時対応
サービス連携型訪問看護

2,961単位 29,610円 2,961円 5,922円 8,883円 要介護1から要介護4の場合

3,761単位 37,610円 3,761円 7,522円 11,283円 要介護5の場合

処遇改善加算 総単位数×1.8% 待遇や働く環境の向上に向けた制度

上記基本額に加えて、条件に当てはまる場合に発生する加算項目があります。うら面をご確認ください。

介護保険利用料金一覧表



加算項目 単位数 金額
利用料金

算定条件
負担１割 負担２割 負担３割

特別管理加算（Ⅰ） 500単位 5,000円 500円 1,000円 1,500円
特別な管理が必要な利用者が計画的な管理を受けた場合

特別管理加算（Ⅱ） 250単位 2,500円 250円 500円 750円

看護体制強化加算（Ⅰ） 550単位 5,500円 550円 1,100円 1,650円
看護体制の要件を満たし、高度な医療を望む利用者に対する
訪問看護体制を整え提供した場合看護体制強化加算（Ⅱ） 200単位 2,000円 200円 400円 600円

看護体制強化加算（予防） 100単位 1,000円 100円 200円 300円

初回加算（Ⅰ） 350単位 3,500円 350円 700円 1,050円
新規利用者の初回訪問看護を行った月に加算

初回加算（Ⅱ） 300単位 3,000円 300円 600円 900円

緊急時訪問看護加算（Ⅰ） 600単位 6,000円 600円 1,200円 1,800円
利用者の同意を得て必要に応じて緊急時訪問を行う場合

緊急時訪問看護加算（Ⅱ） 574単位 5,740円 574円 1,148円 1,722円

ターミナルケア加算 2,500単位 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円 ターミナルケアを行った場合の加算

サービス提供体制加算Ⅰ 6単位 60円 6円 12円 18円
一定基準を満たした体制が整っている場合、1回の訪問ごとに加算

サービス提供体制加算Ⅱ 3単位 30円 3円 6円 9円

サービス提供体制加算 50単位 500円 50円 100円 150円 同上（※定期巡回サービス時算定）

退院時共同指導加算 600単位 6,000円 600円 1,200円 1,800円
退院・退所の利用者に対して主治医と連携して在宅生活における
指導を行いその内容を提供した場合
（退院・退所後の初回訪問時に算定）

長時間訪問看護加算 300単位 3,000円 300円 600円 900円 特別な管理を必要とする利用者に対して、１時間～１時間３０分未満
の訪問を行った後に引き続き訪問看護を行った場合

複数名訪問加算（Ⅰ）
254単位 2,540円 254円 508円 762円 ３０分未満（１回につき） 2名の看護師等が同時に

訪問する場合402単位 4,020円 402円 804円 1,206円 ３０分以上（１回につき）

複数名訪問加算(Ⅱ）
201単位 2,010円 201円 402円 603円 ３０分未満（１回につき） 看護師等と看護補助者が

同時に訪問する場合317単位 3,170円 317円 634円 951円 ３０分以上（１回につき）

夜間早朝加算 訪問看護費に25/100加算 早朝（６時～８時）夜間（１８時～２２時）にサービスを提供する場合

深夜加算 訪問看護費に50/100加算 深夜（２２時～６時）にサービス提供をする場合

◆緊急時の訪問は早朝・夜間・深夜加算は算定しません。ただし、ひと月2回目以降の緊急時訪問については算定します。

下記の算定条件に当てはまる場合には、おもて面の基本料金に加え、別途加算項目の料金が発生します。

減算額 同一建物に居住する
利用者の減算 基本額に90/100で計算 事業所と同一建物、もしくは同一建物に居住する利用者が１月20人以上の場合
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